
ソルベンシー・マージン比率の見直しの改定骨子（案）について 

改定前 改定後 

ソルベンシー・マージン比率の見直しの骨子（案） 

 

１． 健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等 

（１） 繰延税金資産（規則第８６条第１項第１号の一部） 

・ 繰延税金資産のうち、価格変動準備金、危険準備金、異常危険準備金、

評価・換算差額に係るもの以外については、純資産及び各種準備金等（注１）

の２０％を限度として算入できるものとする。 

 

(注１) 正確には、次の(ｱ)～(ｵ)の合計額とする。 

(ｱ) 純資産（剰余金の処分として支出する額、評価・換算差額等及び繰延資産

等を除く。） 

(ｲ) 価格変動準備金 

(ｳ) 危険準備金及び異常危険準備金 

(ｴ) 責任準備金のうち解約返戻金相当額を超える額及び契約者配当準備金の

未割当額 

(ｵ) 持込資本金等 

 

 

 

 

 

 

 

ソルベンシー・マージン比率の見直しの改定骨子（案） 

 

１．健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等 

（１） 繰延税金資産（規則第８６条第１項第１号の一部） 

・ 繰延税金資産のうち、価格変動準備金、保険契約準備金（危険準備金、

異常危険準備金、IBNR備金等）、評価・換算差額に係るもの以外について

は、純資産及び各種準備金等（注１）の２０％を限度として算入できるものとす

る（新設会社を除く）。 

(注１) 正確には、次の(ｱ)～(ｵ)の合計額からその他有価証券評価差損を控除した

額とする。 

(ｱ) 純資産（剰余金の処分として支出する額、評価差額等及び繰延資産等を除

く。） 

(ｲ) 価格変動準備金 

(ｳ) 危険準備金及び異常危険準備金 

(ｴ) 責任準備金のうち解約返戻金相当額を超える額及び契約者配当準備金の

未割当額 

(ｵ) 持込資本金等 

 

（２） 保険料積立金等余剰部分（告示第１条第３項第１号）、負債性資本調達手

段等の算入限度額（告示第１条第４項） 

① 追加責任準備金のうち、保険計理人の指摘等に基づき、債務履行に

不可欠とされた部分については不算入とする。 

② 保険料積立金等余剰部分のうち上記①以外の部分については、負債

性資本調達手段等（資本性の高い一定のものを除く）と合算して中核

別紙２ 
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 将来利益（告示第１条第４号） 

・ 将来利益については、全額不算入とする。 

 

（３） 税効果相当額（告示第１条第５号） 

・ 税効果相当額については、中核的支払余力（注２）を限度に算入できるもの

とする。 

(注２) 中核的支払余力とは、（注１）の(ｱ)～(ｵ)の合計額から、(１)により算入できな

い繰延税金資産の額を控除した額をいう。 

 

２． 通常の予測を超える危険に対応する額 

（１） 一般保険リスク相当額（告示第２条第１項第１号、別表第３） 

・ ９５％ＶａＲの損害率と平均損害率の差を保険料基準のリスク係数とし、ま

た、保険金基準のリスク係数は、保険料基準のリスク係数を平均損害率で

除した率として、それぞれ直近１０年間の実績データを基にリスク係数を改

定する。 

的支払余力（注２）を限度に算入できるものとする。 

(注２) 中核的支払余力（コア・マージン）とは、次の(ｱ)～(ｵ)の合計額から、その他

有価証券評価差損及び(１)により算入できない繰延税金資産の額を控除した

額をいう。 

(ｱ) 純資産（剰余金の処分として支出する額、評価差額等及び繰延資産等を除

く。） 

(ｲ) 価格変動準備金 

(ｳ) 危険準備金及び異常危険準備金 

(ｴ) 配当準備金未割当部分 

(ｵ) 持込資本金等 

 

（３） 将来利益（告示第１条第３項第３号） 

・ 将来利益については、全額不算入とする。 

 

（４） 税効果相当額（告示第１条第３項第４号） 

・ 税効果相当額については、純資産及び各種準備金等（注３）を限度に算入

できるものとする。 

(注３) 正確には、（注１）の(ｱ)～(ｵ)の合計額からその他有価証券評価差損及び(１)

により算入できない繰延税金資産の額を控除した額とする。 

 

２． 通常の予測を超える危険に対応する額 

（１） 一般保険リスク相当額（告示第２条第１項第１号、別表第３） 

・ ９５％ＶａＲの損害率と平均損害率の差を保険料基準のリスク係数とし、ま

た、保険金基準のリスク係数は、保険料基準のリスク係数を平均損害率で

除した率として、それぞれ直近１０年間の実績データを基にリスク係数を改
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改定前 改定後 

 

・ 基礎データは、1997～2006 年度における損害保険会社の損害率の実績

をもとにした統計資料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 予定利率リスク相当額（告示第２条第２項、別表第６） 

・ 保険会社の一般的な資産ポートフォリオによる収益率が予定利率を下回

り、逆ざやとなる金額の期待値をリスク量とするとの考え方で、直近１０年

間の実績データを基にリスク係数を改定する。 

・ 基礎データは、1997 年 4 月～2007 年 3 月における各種インデックスに基

づく収益率の平均及び標準偏差と、2007 年 3 月末における資産構成の実

績を使用する。 

定する。 

・ 基礎データは、直近 10 年間における損害保険会社の損害率の実績をも

とにした統計資料を使用する。 

・ 金融保証保険（再保険取引を含む）に係るリスクは、一般保険リスクに含

めない。 

  （注４）当該リスクは、信用リスクとして計上することとする。 

 

（２） 巨大災害リスク相当額（告示第２条第１項第２号、別表第５） 

・ 火災保険の地震災害リスク相当額は、現行の責任準備金（未経過保険

料）の算出に用いている各社のリスクモデル（平成 10 年大蔵省告示第

232 号第 1 条の 2 に規定するリスクモデル）による T-VaR99％（1％以下の

確率でしか生じない巨額の損失について、その額の期待値を求めたも

の）とする。 

 

（３） 予定利率リスク相当額（告示第２条第３項、別表第６） 

・ 保険会社の一般的な資産ポートフォリオによる収益率が予定利率を下回

り、逆ざやとなる金額の期待値をリスク量とするとの考え方で、直近１０年

間の実績データを基にリスク係数を改定する。 

・ 基礎データは、直近 10 年間における各種インデックスに基づく収益率の

平均及び標準偏差と、直近における資産構成の実績を使用する。 
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改定前 改定後 

（３） 最低保証リスク相当額（告示第２条第３項、別表第６の２） 

・ 価格変動等リスクで想定している資産価値の下落が生じた場合に、追加

的に積立が必要となる最低保証に係る保険料積立金の額を各社で算出

し、リスク量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 価格変動等リスク相当額（告示第２条第４項、別表第７） 

・ ９５％ＶａＲの資産価格の年間最大下落幅をリスク量とするとの考え方で、

最近までのできる限り長期間の実績データを基にリスク係数を改定する。 

・ 外貨建保険負債との対応関係が明確な外貨建資産に関しては、為替リス

クを除いたリスク係数を設定する。 

 

 

 

 

 

（４） 最低保証リスク相当額（告示第２条第４項、別表第６の２） 

・ 価格変動等リスクで想定している資産価値の下落が生じた場合に、追加

的に積立が必要となる最低保証に係る保険料積立金の額を算出方法書に

基づき各社で算出し、リスク量とする。なお、資産価値の下落については、

分散投資効果を考慮する。 

・ なお、最低保証に係る責任準備金の制度の導入された平成 17 年度より

前に締結された契約については、現行のリスク係数を用いることもできるこ

ととする。但し、この場合、「特別勘定の責任準備金が当該保険契約のリス

ク対象金額の１．１倍を上回る場合は、リスク対象金額をゼロとすることが

できる」（告示別表第６の２）との規定は適用しない。 

 

（５） 価格変動等リスク相当額（告示第２条第５項、別表第７） 

① ９５％ＶａＲの資産価格の年間最大下落幅をリスク量とするとの考え方で、

最近までのできる限り長期間の実績データを基にリスク係数を改定する。 

② 外国株式及び外貨建債券・貸付金に係るリスク係数は、為替以外の価格

変動リスクのリスク係数と、為替リスクのリスク係数に分離する。前者は全て

の外国株式及び外貨建債券・貸付金に適用し、さらに、同一通貨建の負債

との明確な対応関係がなく、かつ有効な為替ヘッジが行われていない場合

には、後者も適用する。 

なお、為替リスクのリスク係数は、価格変動等リスクの対象となるエクスポ

ージャーに限らず、為替リスクを内包する全てのエクスポージャー（クレジット
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改定前 改定後 

 

・ 分散投資効果は、現行では一律に生命保険会社３０％、損害保険会社２

０％としているのを改め、各社がそれぞれのポートフォリオに基づいて算出

する。 

・ デリバティブ取引によりリスクヘッジを行っている場合には、価格変動等リ

スクの算出にあたり、当該デリバティブの取引高をリスク対象資産の額から

控除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 基礎データは、1975 年 4 月～2007 年 3 月のうち、できる限り長期におけ

る各種インデックスに基づく収益率の平均、標準偏差及び相関係数を使用

する。 

 

 

 

系の商品等）に適用する。 

③ 分散投資効果は、現行では一律に生命保険会社３０％、損害保険会社２

０％としているのを改め、各社がそれぞれのポートフォリオに基づいて算出す

る。 

④ 特別勘定以外の資産（子会社等への出資及び貸付金を除く。）の価格変

動等リスクに関し、デリバティブ取引によりリスクヘッジを行っている場合に

は、以下の様な方法によりヘッジ効果を確認している場合等に限り当該デリ

バティブの取引高をリスク対象資産の額から控除する。 

ア．ヘッジ取引が取締役会の定めるリスク管理方針に従うものであるこ

と。 

イ．ヘッジ対象とヘッジ手段の対応関係が予め明確化されていること。 

ウ．ヘッジの有効性について、ヘッジ開始時及びヘッジ開始後も少なくと

も決算日及び中間決算日に確認されていること。（但し、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の資産・負債に関する条件等が同一である場合など、ヘッ

ジの有効性が高いと想定できる場合には、この確認を省略できる） 

・ 基礎データは、1975 年 4 月から直近までの間で、できる限り長期にわたる

各種インデックスに基づく収益率の平均、標準偏差及び相関係数を使用す

る。 

 

（６） 信用リスク相当額（告示第２条第６項、別表第８、別表第９） 

・ 証券化商品に係るリスクは、銀行の自己資本規制に準じて設定したリスク
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 子会社等リスク相当額（告示第２条第６項、別表第１０） 

・ 国内外の会社の株式や債券等のリスク係数については、価格変動等リス

クの見直しに合わせて改定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

係数を適用する。その際、商品内容の把握が十分でないものについては、

リスク係数を１００％とする。また、再証券化商品のリスク係数は、裏付資産

となる証券化商品のリスク係数の原則２倍とする。 

・ 金融保証保険（再保険を含む）に係るリスクは、保証対象となる債務等と

同じリスク係数を適用する。 

・ クレジットデフォルトスワップ（以下、「ＣＤＳ」という。）取引に係るリスクに

ついて、現行の信用リスクに替えて、新たに創設する市場性の信用リスク

（信用スプレッドリスク）を適用する。 

（注５）信用スプレッドリスクは、ＣＤＳスプレッドの代表的な指標の実績データに基づい

て設定したリスク係数と、残存期間等を用いて算出する。 

 

（７） 子会社等リスク相当額（告示第２条第７項、別表第１０） 

・ 国内外の会社の株式や債券等のリスク係数については、価格変動等リス

クの見直しに合わせて改定を行う。 

 

（注６）現行の子会社等リスクのリスク係数は以下のとおり設定されている。 

① 国内の非金融関連業務の子会社等の株式については、価格変動等リスクの国内

株式のリスク係数を援用する。 

② 国内の非金融関連業務の子会社等への貸付金については、信用リスクのランク

２に適用されるリスク係数を援用する。 

③ 国内の金融関連業務の子会社等の株式及び貸付金については、非金融関連業
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） デリバティブ取引リスク相当額（告示第２条第７項、別表第１１、別表第１２）

・ 先物取引リスク及びオプション取引リスクについて、価格変動等リスクの

見直しに合わせて改定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

務の子会社等に適用されるリスク係数の１．５倍とする。 

④ 海外の子会社等の株式については、国内の子会社等の株式に適用されるリスク

係数に、価格変動等リスクの国内株式と外国株式に適用されるリスク係数（見直し

後においては、新設した為替のリスク係数を含む。）の差を勘案して設定する。 

⑤ 海外の子会社等への貸付金については、国内の子会社等への貸付金に適用さ

れるリスク係数に、価格変動等リスクの為替リスクのリスク係数（見直し前において

は、「外貨建債券、外貨建貸付金等」のリスク係数を指す。）を勘案して設定する。 

 

（８） デリバティブ取引リスク相当額（告示第２条第８項、別表第１１、別表第１２） 

・ 先物取引リスク及びオプション取引リスクについて、価格変動等リスクの

見直しに合わせて改定を行う。 

・ 現行ではマイナスのリスク係数が適用されている先物取引（注７）のうち、価

格変動等リスクの算出においてヘッジ手段として取り扱われなかったものに

ついては、価格変動等リスクの根拠となるインデックスを利用して新たに設

定するプラスのリスク係数を適用する。 

（注７）外国通貨、株式及び債券に係る先物取引の売建取引 

 

３．その他 

（１） 実施時期等 

・ 新基準の実施時期については、契約者や市場等への十分な周知期間及

び保険会社各社における新基準への対応のために必要な準備期間を設け
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 骨子（案）中、「規則」とあるのは、保険業法施行規則（平成８年大蔵省令第

５号）を、「告示」とあるのは、「保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常

の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」（平成８年大

蔵省告示第５０号）を指す。 

るとの観点から、経済動向等も見極めつつ、平成 24 年 3 月期末の決算か

ら早期是正措置の指標として適用（ただし、23 年 3 月期末の決算から参考

指標として新基準による比率を算出して表示）することを基本とする。 

 

（２） 保険計理人による確認（規則第 79 条の 2、第 80 条） 

・ 保険計理人の確認事項に、ソルベンシー・マージン比率の適正な算出を

加える。 

 

（３） 価格変動準備金の積立てに係る所要の見直し （規則第 65 条、第 66 条） 

・ 価格変動準備金の積立限度額について、従来から、価格変動等リスクの

２分の１として設定されていることから、価格変動等リスクの見直しに合わ

せて改正する。なお、価格変動準備金の積立基準額は、現行のまま据え

置く。 

 

 

※ 骨子（案）中、「規則」とあるのは、保険業法施行規則（平成８年大蔵省令第

５号）を、「告示」とあるのは、「保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常

の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」（平成８年大

蔵省告示第５０号）を指す。 

 

8 


